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厚労省肝炎対策関連担当職員の皆様  
厚労省肝炎対策推進協議会委員の皆様       

  ２０１３年７月２５日  

「日本肝臓病患者団体協議会」常任幹事  
「九州肝臓友の会」会長  

大賀 和男  
 
 私は、日本肝臓病患者団体協議会（日肝協）常任幹事、「九州肝臓友の会」

会長の大賀和男（福岡市在住）と申します。４２年前、毎日新聞（記者）在

職中にＢ型肝炎を発症し、９カ月の入院生活の後、２年間、職場復帰と自宅

療養を繰り返し、泊まり勤務が出来る完全復帰まで７年を要しました。祈と

う師に誘われて真冬の２月、雪の舞う夜中、宮崎の山中にある神社の池で水

行を経験しました。温灸、温冷灸、鍼灸、健康食品、民間治療薬等々、苦し

い闘病生活が続きました。２５歳から３２歳まで地獄の青春時代でした。そ

んな中、ある日、突然、肝機能が改善に向かいました。クジ運が良かったの

か、抗体（ウイルスに対する抵抗力）が出来たのでした。しかし、Ｂ型肝炎

は、今の医療技術ではＣ型と違い、ウイルスを完全に駆除することは出来ず

終生、定期検査が欠かせません。再発の不安も続きます。  
 「九州肝臓友の会」は３２年前に発足（私が初代会長）し、会員は約２０

０人。高齢化と重篤化が進み、多くの方々が病気とかさむ治療費で悩みは深

刻です。私は６年前から３度目の会長を務めていますが、年間相談件数は１

００件を超えます。今回、２人の『Ｃ型肝臓がん患者』から寄せられた相談

内容を紹介致します。  
厚労省や厚労省肝炎対策推進協議会委員の皆様方に、肝臓病患者が何を望

み、何を訴えているのかを知ってもらい、国の肝炎対策が少しでも前進して

いくことを切に願っています。  
 

『Ｃ型肝臓がん治療６回、７７歳で２０１１年３月５日死去』 

  ～～福岡県久留米市の半田實さん～～ 

半田實さん（福岡県久留米市）は１９７６年、腎臓結石の手術を受けた時

の輸血が原因で C 型肝炎になりました。２００４年、肝臓がんを発症。以

後、６回、がん治療を重ねながら「最期まで病魔と闘います」と言い続けら

れておりましたが、２０１１年３月５日、残念ながら他界されました。  
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半田さんは生前、何通もの手紙を私に寄せられました。病状が進み、危篤

状態の時に娘さんから私宛に届いた１枚のファクスは、本人と家族の壮絶な

闘病生活を象徴していました。  
以下は本人から届いた手紙と娘さんから届いたファクスをそのまま紹介

します。病気への不安、かさむ治療費が大きな負担になり、身障手帳交付を

強く願いながら、主治医から門前払いされた……。無念の思いで亡くなられ

た患者の実態を理解していただけると思います。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 度目の肝臓がん治療へ～～ 

身障手帳交付申請を希望するも主治医から“門前払い” 

◎……2010 年 3 月 8 日 の手 紙 ……◎ 

半田さんは、5 度目のがん治療を受けることになり、主治医に「身障手帳」の交付

申請を願い出ました。しかし、主治医は「あなたは点数で言えば 60～ 70 点の症状で

救済の対象にならない」として申請出来ないとの説明でした。手帳の認定基準から

して主治医の判断に間違いはありませんが、半田さんは納得出来ませんでした。知人

の肝炎患者も申請を申し出るも、同じ説明で、くやしくて 40 分も話し合ったとのこと

です。 
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◎……2010 年 ４月 ５日 の手 紙 ～～「がん」への闘 争 宣 言 ……◎ 

 ５度目のがん治療は、病状がいちだんと進んだため、それまでのラジオ

波治療と違い、カテーテル（細い管）を足の付け根から入れての抗がん

剤治療と決まりました。「いつも覚悟している自分ですが動揺しました。

……しかし、必ず立ち上がってやるぞと、自分に言い聞かせています」

と、揺れる気持ちと、闘う気持ちを吐露されています。 
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◎……2010 年 ５月 １１日 の手 紙 ～～救 急 車 で緊 急 入 院  

精 神 的 、肉 体 的 、経 済 的 苦 痛 ～～「力 をお貸 し下 さい」……◎ 

 

抗がん剤治療が決まり入院予定だった半田さんは、肝不全による低血糖から嘔

吐と呼吸不全に陥り、救急車で病院に運ばれました。自分に死期が迫ったことを悟

られたとしても不思議でありません。「家族のためにも力をお貸し下さい」と、悲痛な

叫びを上げられました。 

◎……2010 年 ８月 ５日 の手 紙 ……◎ 

５月 に治 療 したばかりなのに新 たに“がん２個 ” 

      ～～すぐに治 療 できず、体 力 の回 復 を図 り９月 に治 療 へ  

 

 半田さんは５月に５度目のがん治療を受けられましたが、３カ月もしない

うちに新しいがん２個が見つかりました。ショックは大きいはずなのに、「体

力の回復を図って治療しましょう」との主治医の言葉を冷静に受け止め、努

力していくことを誓っておられます。 
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●……厳 しい闘 病 生 活 ～～治 療 しても次 々に出 てくる肝 がん 

● ……肝 がん治 療 １０回  治 療 費 １５０万 円  

    昨 年 ３回 治 療 ～～治 療 費 ５４万 円  

              （福 岡 市 ・萩 原 壽 穂 さん、７６歳 ） 

 

肝臓病は厳しいものがあります。治療しても治療しても次々にがんが出て

きます。モグラたたきです。そして治療のたびに数万円の治療費がかかりま

す。  
患者の高齢化が進む中、多くの患者が経済的、肉体的、精神的に追い詰め

られています。がん治療を１０回受けられた福岡市に住む萩原さんの例を紹

介します。  
萩原さんは８年前、肝臓がんが見つかるまでテニスのプロコーチとして活

躍されていました。体調の異変に気づき、病院で受診するといきなり「肝臓

がん」と告げられました。８年前の平成１７年にがん治療が始まり、１８年、

１９年、２１年、２２年、２３年と毎年のように年１回ペースでラジオ波や

エタノール注入、塞栓術等のがん治療が続き、平成２４年（昨年）は６月、

９月、１２月と年３回を数えました。そして今年も５月に１０回目の治療を

受けられたばかりです。元テニスプレーヤーとしての基礎体力とお金があっ

たため、これまで命がもったとも言えます。  
治療費は大変です。４回目１８万２，３９０円、５回目１０万６，７５０

円、６回目１８万９，６９０円です。この時は年一回の治療でしたので何と

かしのげましたが、昨年は３回も治療を受け５３万９，０３０円にもなりま

した。１０回のがん治療費総額は１５０万円を超えています。がん以外の肝

臓治療費はこれとは別費用です。以下は萩原さんから届いた治療費報告とお

手紙です。  
 
 
 
 
 
 
 
 

★「九州肝臓友の会」★  

１９８０年設立。年２回の医療

講演・相談会、患者交流会、会

報発行などをしています。右写

真は今年４月開催した医療講演

会講師の谷川久一・久留米大医

学部名誉教授を囲んでの役員と

の懇談会です。  写真前列右から２人目が谷川先生  
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★……萩原さんの「がん治療１０回」の治療費……★ 
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★……萩原さんからの手紙……★ 
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★ …患者たちの切なる願いは 

～～「治療費支援」と「身障手帳の交付」 

 ２人の例で示すように、患者たちが一日も早い実現を願っているのは、「治

療費の支援」と「身障手帳の交付」です。インターフェロン治療と核酸アナ

ログ製剤への助成制度は、確かに国の肝炎対策上、画期的な新制度で多くの

命を救っています。ありがたいことです。  
 しかし、その制度を今一歩、前進させることが求められています。それは、

３５０万人と推定されている患者・キャリアーが「安心して治療や検査を受

けられる体制作り」です。  
 「どうして、肝臓病患者にだけ特別措置を講じなければならないのか！」 
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と、の声も聞こえてきますが、肝臓病が何らかの治療行為からくる「医原病」

であり、感染拡大には国（の医療行政）にも責任がある（肝炎対策基本法）

からです。この点を、再確認して欲しいのです。  
対象患者が多い肝炎対策は規模の大きい予算を伴いますから、前進させる

のに時間がかかることを理解できないわけではありません。また、新しいさ

まざまな肝炎対策が短期間に施行されていった事情から、制度の不備や見込

み違いがあっても、やむを得ない面があります。  
大事なのは、一歩々々、着実に対策を前進させ、不備に気付けば、慣例（お

役所の）にこだわることなく、速やかに是正していくことではないでしょう

か。  
身障手帳の交付は画期的制度ではありますが、末期患者のみが対象となっ

た結果、当初見込み数を大きく下回っています。また、肝臓移植をした患者

は元気に海外旅行やゴルフ等を楽しんでいても「１級」です。３０万人と言

われる透析患者（３０年以上も多数）もしかりです。  
 肝炎対策の充実に努力されている厚労省の方々、新薬開発や新治療法の開

発に力を注いでおられる製薬会社や専門医の先生方には感謝しております

が、さらに一歩、進めるため力をお貸し下さい。  
 

     「支え合い～励ましあい」 

              患者たちも頑張っています 

 

 

写真左：患者交流会  
写真左下：交流会で発言す

る参加者  
写真右下：会役員による会

報発送作業  

 

 


